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職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているもの

として都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事

業所等が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、

１から４の２までにより算定した単位数の1000分の41に相当

する単位数を所定単位数に加算する。ただし、５の福祉・介

護職員処遇改善加算を算定している場合にあっては、算定し

ない。

６ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 ７ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護

職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているもの 職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているもの

として都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事 として都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事

業所等が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、 業所等が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、

当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位 当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位

数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定してい 数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定してい

る場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。 る場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) １から４の２ま イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) １から４の２ま

でにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数 でにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) １から４の２ま ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) １から４の２ま

でにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数 でにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数

第２ 重度訪問介護 第２ 重度訪問介護

１ 重度訪問介護サービス費 １ 重度訪問介護サービス費

イ 重度訪問介護の中で居宅における入浴、排せつ又は食事の イ 重度訪問介護の中で居宅における入浴、排せつ又は食事の

介護等及び外出（通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、 介護等及び外出（通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、

通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を 通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を

除く。以下この第２、第３及び第４において同じ。）時にお 除く。以下この第２、第３及び第４において同じ。）時にお

ける移動中の介護を行った場合 ける移動中の介護を行った場合

⑴ 所要時間１時間未満の場合 185単位 ⑴ 所要時間１時間未満の場合 184単位

⑵ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 275単位 ⑵ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 274単位

⑶ 所要時間１時間30分以上２時間未満の場合 367単位 ⑶ 所要時間１時間30分以上２時間未満の場合 366単位

⑷ 所要時間２時間以上２時間30分未満の場合 458単位 ⑷ 所要時間２時間以上２時間30分未満の場合 457単位

⑸ 所要時間２時間30分以上３時間未満の場合 550単位 ⑸ 所要時間２時間30分以上３時間未満の場合 549単位
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⑹ 所要時間３時間以上３時間30分未満の場合 640単位 ⑹ 所要時間３時間以上３時間30分未満の場合 639単位

⑺ 所要時間３時間30分以上４時間未満の場合 732単位 ⑺ 所要時間３時間30分以上４時間未満の場合 731単位

⑻ 所要時間４時間以上８時間未満の場合 817単位に所要 ⑻ 所要時間４時間以上８時間未満の場合 816単位に所要

時間４時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位 時間４時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位

を加算した単位数 を加算した単位数

⑼ 所要時間８時間以上12時間未満の場合 1,497単位に所 ⑼ 所要時間８時間以上12時間未満の場合 1,496単位に所

要時間８時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単 要時間８時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単

位を加算した単位数 位を加算した単位数

⑽ 所要時間12時間以上16時間未満の場合 2,172単位に所 ⑽ 所要時間12時間以上16時間未満の場合 2,171単位に所

要時間12時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単 要時間12時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単

位を加算した単位数 位を加算した単位数

⑾ 所要時間16時間以上20時間未満の場合 2,818単位に所 ⑾ 所要時間16時間以上20時間未満の場合 2,817単位に所

要時間16時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単 要時間16時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単

位を加算した単位数 位を加算した単位数

⑿ 所要時間20時間以上24時間未満の場合 3,500単位に所 ⑿ 所要時間20時間以上24時間未満の場合 3,499単位に所

要時間20時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単 要時間20時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単

位を加算した単位数 位を加算した単位数

ロ 医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第１項に規定 ロ 医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第１項に規定

する病院、同条第２項に規定する診療所若しくは同法第２条 する病院、同条第２項に規定する診療所若しくは同法第２条

第１項に規定する助産所又は介護保険法（平成９年法律第12 第１項に規定する助産所又は介護保険法（平成９年法律第12

3号）第８条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同 3号）第８条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同

条第29項に規定する介護医療院（以下「病院等」という。） 条第29項に規定する介護医療院（以下「病院等」という。）

に入院又は入所をしている障害者に対して、重度訪問介護の に入院又は入所をしている障害者に対して、重度訪問介護の

中で病院等における意思疎通の支援その他の必要な支援を行 中で病院等における意思疎通の支援その他の必要な支援を行

った場合 った場合

⑴ 所要時間１時間未満の場合 185単位 ⑴ 所要時間１時間未満の場合 184単位

⑵ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 275単位 ⑵ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 274単位

⑶ 所要時間１時間30分以上２時間未満の場合 367単位 ⑶ 所要時間１時間30分以上２時間未満の場合 366単位

⑷ 所要時間２時間以上２時間30分未満の場合 458単位 ⑷ 所要時間２時間以上２時間30分未満の場合 457単位

⑸ 所要時間２時間30分以上３時間未満の場合 550単位 ⑸ 所要時間２時間30分以上３時間未満の場合 549単位

⑹ 所要時間３時間以上３時間30分未満の場合 640単位 ⑹ 所要時間３時間以上３時間30分未満の場合 639単位
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⑺ 所要時間３時間30分以上４時間未満の場合 732単位 ⑺ 所要時間３時間30分以上４時間未満の場合 731単位

⑻ 所要時間４時間以上８時間未満の場合 817単位に所要 ⑻ 所要時間４時間以上８時間未満の場合 816単位に所要

時間４時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位 時間４時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位

を加算した単位数 を加算した単位数

⑼ 所要時間８時間以上12時間未満の場合 1,497単位に所 ⑼ 所要時間８時間以上12時間未満の場合 1,496単位に所

要時間８時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単 要時間８時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単

位を加算した単位数 位を加算した単位数

⑽ 所要時間12時間以上16時間未満の場合 2,172単位に所 ⑽ 所要時間12時間以上16時間未満の場合 2,171単位に所

要時間12時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単 要時間12時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単

位を加算した単位数 位を加算した単位数

⑾ 所要時間16時間以上20時間未満の場合 2,818単位に所 ⑾ 所要時間16時間以上20時間未満の場合 2,817単位に所

要時間16時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単 要時間16時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単

位を加算した単位数 位を加算した単位数

⑿ 所要時間20時間以上24時間未満の場合 3,500単位に所 ⑿ 所要時間20時間以上24時間未満の場合 3,499単位に所

要時間20時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単 要時間20時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単

位を加算した単位数 位を加算した単位数

注１～11 （略） 注１～11 （略）

12 注11の加算が算定されている指定重度訪問介護事業所 （新設）

等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

るものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合

に、更に１回につき所定単位数に50単位を加算する。

13 指定障害福祉サービス基準第43条第１項又は第43条の （新設）

４において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の

２第２項又は第３項に規定する基準を満たしていない場

合は、１日につき５単位を所定単位数から減算する。た

だし、令和５年３月31日までの間は、当該基準を満たし

ていない場合であっても、減算しない。

14 （略） 12 （略）

２ （略） ２ （略）

２の２ 移動介護緊急時支援加算 240単位 （新設）

注 重度訪問介護従業者が、利用者を自らの運転する車両に乗
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車させて走行する場合であって、外出時における移動中の介

護を行う一環として、当該利用者からの要請等に基づき、当

該車両を駐停車して、喀痰吸引、体位交換その他の必要な支
かくたん

援を緊急に行った場合にあっては、利用者１人に対し、１日

につき所定単位数を加算する。

３～５の２ （略） ３～５の２ （略）

６ 福祉・介護職員処遇改善加算 ６ 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護

職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事 職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事

又は市町村長に届け出た指定重度訪問介護事業所等（国、の 又は市町村長に届け出た指定重度訪問介護事業所等（国、の

ぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。 ぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。

７において同じ。）が、利用者に対し、指定重度訪問介護等 ７及び８において同じ。）が、利用者に対し、指定重度訪問

を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３ 介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、平成

月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する 33年３月31日までの間（ニ及びホについては、別に厚生労働

。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に 大臣が定める日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位数

あっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない

。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) １から５の２までによ イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) １から５の２までによ

り算定した単位数の1000分の200に相当する単位数 り算定した単位数の1000分の191に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) １から５の２までによ ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) １から５の２までによ

り算定した単位数の1000分の146に相当する単位数 り算定した単位数の1000分の139に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) １から５の２までによ ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) １から５の２までによ

り算定した単位数の1000分の81に相当する単位数 り算定した単位数の1000分の77に相当する単位数

（削る） ニ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ハにより算定した単位

数の100分の90に相当する単位数

（削る） ホ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ハにより算定した単位

数の100分の80に相当する単位数

（削る） ７ 福祉・介護職員処遇改善特別加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護

職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているもの
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として都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介

護事業所等が、利用者に対し、指定重度訪問介護等を行った

場合に、１から５の２までにより算定した単位数の1000分の

26に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、６の

福祉・介護職員処遇改善加算を算定している場合にあっては

、算定しない。

７ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 ８ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護

職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているもの 職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているもの

として都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介 として都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介

護事業所等が、利用者に対し、指定重度訪問介護等を行った 護事業所等が、利用者に対し、指定重度訪問介護等を行った

場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を 場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算 所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算

定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定し 定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定し

ない。 ない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) １から５の２ま イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) １から５の２ま

でにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数 でにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) １から５の２ま ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) １から５の２ま

でにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数 でにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数

第３ 同行援護 第３ 同行援護

１ 同行援護サービス費 １ 同行援護サービス費

イ 所要時間30分未満の場合 190単位 イ 所要時間30分未満の場合 184単位

ロ 所要時間30分以上１時間未満の場合 300単位 ロ 所要時間30分以上１時間未満の場合 292単位

ハ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 433単位 ハ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 421単位

ニ 所要時間１時間30分以上２時間未満の場合 498単位 ニ 所要時間１時間30分以上２時間未満の場合 485単位

ホ 所要時間２時間以上２時間30分未満の場合 563単位 ホ 所要時間２時間以上２時間30分未満の場合 548単位

ヘ 所要時間２時間30分以上３時間未満の場合 628単位 ヘ 所要時間２時間30分以上３時間未満の場合 611単位

ト 所要時間３時間以上の場合 693単位に所要時間３時間か ト 所要時間３時間以上の場合 674単位に所要時間３時間か

ら計算して所要時間30分を増すごとに65単位を加算した単位 ら計算して所要時間30分を増すごとに63単位を加算した単位

数 数

注１～９ （略） 注１～９ （略）
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